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葛飾区立石 8- 55-6　　 営業10時～ 19時（不定休）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【担当課】 税務課（区役所3階321番）

▽課税の内容・証明書の郵送請求について
�5654‐8550

▽納付の相談について �5654‐8280

▽口座振替・還付金について �5654‐8201

皆さんに納めていただいている大切な住民税（特別区民税・都民税）は、福祉・教育・街づくりな
どに使われ、葛飾区を支える土台となっています。税額決定納税通知書の内容をご確認の上、納
期限内の納付をお願いします。

平成28年度住民税の課税・非課税・
納税証明書の発行（1通300円）に
ついて

▽普通徴収および年金特別徴収の方
6月10日㈮から

▽給与特別徴収の方 5月10日から
税務課（区役所3階321番）、区民事務所、区
民サービスコーナーで発行します。本人確認が
できる書類（運転免許証、健康保険証、住民基
本台帳カード、マイナンバー（個人番号）カード
など）をお持ちください。
郵送による請求、電話またはネット予約によ
る夜間・休日窓口（区役所1階）での受け取り、
区民ホール（区役所2階）およびコンビニエンス
ストアのマルチコピー機での交付もできます
（マルチコピー機での交付の場合は200円）。
詳しくは、区ホームページをご覧になるか、
お問い合わせください。
ご注意ください

▽住民税の未申告の方（公的年金受給者・確定申告をし
た方・勤務先から給与支払報告書の提出のあった方
・被扶養者の方を除く）の証明書は発行できません。
税務課で申告してください。この場合、証明書の即
日発行はできません。

▽被扶養者の方で所得金額（0円を含む）の記載のある証
明書が必要な場合、住民税の申告が必要となる場合
があります。

税額決定納税通知書を送付します
（非課税の方を除く）
●自営業・パートなど個人で納付する普通徴収の方
税額決定納税通知書を6月10日㈮に発送します。

【支払窓口】 金融機関、郵便局（ゆうちょ銀行）、税務
課（区役所3階321番）、区民事務所、区民サービスコー
ナー、コンビニエンスストア
この他、簡単で便利な口座振替、
ペイジーマークの表示のあるATM、
パソコンや携帯電話を利用したイン
ターネットバンキング・モバイルバ
ンキング、クレジットカードを利用
する「Yahoo!公金支払い」もご利用できます。
【納期限】 ▽第1期 6月30日㈭

▽第2期 8月31日㈬

▽第3期 10月31日㈪

▽第4期 平成29年1月31日㈫
●年金からの引き落としとなる特別徴収の方
税額決定納税通知書を6月10日㈮に発送します。年
金の各支給月に引き落としとなります。
●給与からの引き落としとなる特別徴収の方
税額決定納税通知書を5月10日に給与支払者（勤務

先）宛てに送付しました。
6月から平成29年5月まで、年12回の引き落としと
なります。

平成28年度の住民税に適用される
主な税制改正

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」
に関する改正

平成27年4月1日以降に行ったふるさと寄附
金で、寄附先の区市町村から、葛飾区に「寄附金
税額控除に係る申告特例通知書」が届いた方は、
所得税の確定申告を行わなくても、住民税から
所得税控除分相当額が控除されます。
ただし、確定申告や住民税の申告をした方は、

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象か
ら外れます。対象とならない方には、6月下旬
に区からお知らせします。

ワンストップ特例制度の対象とならない
主な該当例

▽確定申告を行う必要がある自営業者など

▽5団体を超える団体へ寄附したとき

▽公的年金等所得者で確定申告や住民税の
申告をする方

▽医療費控除や住宅借入金等特別税額控除
の適用を受けるために確定申告をする方

【担当課】 税務課 ☎5654‐8550

▲ペイジーマーク
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現在、区民ホール（区役所2階）と夜間・休日窓口（区役所1階）に設置している簡易発行端末機（証明書を発行する機器）は、6月30日㈭でサービス
を終了し、自動交付機カードを利用しての「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」の交付ができなくなります。
今後はマイナンバー（個人番号）カードなどを利用する証明書自動交付サービス（※）をご利用ください。利用を希望される方はマイナンバー（個人
番号）カードの交付申請手続きを行ってください。
※証明書自動交付サービス
マイナンバー（個人番号）カードや住民基本台帳カード（新規発行・更新は平成27年12月で終了）を利用して、コンビニエンスストアや区民ホール（区役所2階）に設置しているマ
ルチコピー機で「住民票の写し」や「印鑑登録証明書」、「住民税課税・非課税・納税証明書」を取得できるサービスです。証明書交付手数料は、窓口より100円お得な1通200円です。

マイナンバー（個人番号）カードの交付を希望される方へ
マイナンバー（個人番号）カードの交付を希望される方は、住民票の住所へ世帯ごとに送付された個人番号通

知カードに同封されている「個人番号カード交付申請書」に、写真（縦4．5㎝×横3．5㎝、正面・無帽・無背景・

6カ月以内に撮影した物）を貼付し、必要事項を記入して返信用封筒で申請してください。

「個人番号カード交付申請書」を紛失された方、住所変更や氏名変更などにより「個人番号カード交付申請書」

の記載事項が変更になっている方は、「マイナンバーカード総合サイト（https://www.kojinbango-card.go.jp/）」
から申請書を取り出すか、戸籍住民課（区役所2階217番）または区民事務所で申請書を入手してください。な

お、申請書には必ず個人番号を記入することになっています。また、返信用封筒を紛失または既に使用してお

手元にない方は、下記申請先へ申請書を郵送してください。

【申請先】 〒219‐8650 日本郵便株式会社川崎東郵便局郵便私書箱第2号

地方公共団体情報システム機構個人番号カード交付申請書受付センター

※現在、交付申請からカードの受け取りまでおよそ3～4カ月ほどお時間をいただいています。
※申請方法について詳しくは「マイナンバーカード総合サイト（https://www.kojinbango-card.go.jp/）」をご覧
になるか、お問い合わせください。

【問い合わせ】 葛飾区個人番号カードインフォメーションセンター
☎0570‐66‐6754 午前8時～午後8時（年末年始を除く）

既にマイナンバー（個人番号）カー
ドの交付申請をされている方へ

マイナンバー（個人番号）カードの交付準

備ができたことをお知らせする「個人番号

カード交付通知書」がお手元に届きました

ら、受け取り日時を予約してください。パ

ソコンやスマートフォンからのWEB予約

（https://www.mynumpo.com/mynumpo-
katsushika-cardyoyaku-u/）または葛飾区
個人番号カードインフォメーションセンタ

ーでの電話予約となります。WEB予約は

下記QRコードからもアクセスできます。

詳しくは、「個人番号カード

交付通知書」に同封の「個人番

号カード交付のお知らせ（予

約案内）」をご覧ください。

広告 内容については広告主にお問い合わせください。
がん検診受診意向調査にご協力ください
区が委託した調査会社が、対象の方に調査票を郵送します。

同封の返信用封筒でご返送ください。今後の区のがん検診受診
率向上や、より精度の高いがん検診の実施に役立てるための重
要な調査ですので、ご協力をお願いします。
調査結果を他の目的に利用することはありません。

【対象】 区内在住で下表の生年月日に該当する方
【調査期間】 6月中
【担当課】 健康づくり課 �3602‐1268

昭和50年4月2日～51年4月1日
昭和45年4月2日～46年4月1日
昭和40年4月2日～41年4月1日
昭和35年4月2日～36年4月1日
昭和30年4月2日～31年4月1日
平成2年4月2日～3年4月1日
昭和60年4月2日～61年4月1日
昭和55年4月2日～56年4月1日

男性・女性共通

女性

土曜日の消費生活電話相談
6月11日㈯午前9時～午後4時30分 【担当課】 消費生活センター �5698‐2311

【担当課】 戸籍住民課（区役所2階217番）
�5654‐8260

特別区民税・都民税のお知らせ平成
２８年度

はなしょうぶコール　☎６７５８－２２２２
午前８時～午後８時　年中無休　FAX６７５８－２２２３

区の手続きや催し物の問い合わせ、がん検診の申し込みは

（２）
平成28年（2016年）6月5日 No.1661




